
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
目
次
中
「
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
」
の
下
に
「
、
判
定
委
員
会
」
を
加
え
、
「
指
定
医
の
診
察
及
び
」
を
削
る
。

　
「
第
三
章
　
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
及
び
精
神
医
療
審
査
会
」
を
「
第
三
章
　
地
方
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
、
判
定
委

員
会
及
び
精
神
医
療
審
査
会
」
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

　
（
判
定
委
員
会
）

第
十
一
条
の
二
　
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
（
第
二
十
九
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
行
わ
せ

る
た
め
、
都
道
府
県
に
、
判
定
委
員
会
を
置
く
。

　
（
委
員
）

第
十
一
条
の
三
　
判
定
委
員
会
の
委
員
は
、
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
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が
任
命
す
る
。

　
（
判
定
の
案
件
の
取
扱
い
）

第
十
一
条
の
四
　
判
定
委
員
会
は
、
委
員
二
人
を
も
つ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
、
判
定
の
案
件
を
取
り
扱
う
。

２
　
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
は
、
判
定
委
員
会
が
こ
れ
を
定
め
る
。

３
　
合
議
体
に
よ
る
判
定
は
、
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
意
見
の
一
致
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
の
五
　
こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
判
定
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
第
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
九
条
の
三
の
三
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第

一
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
」
を
削
り
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
第
十
九
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
）

第
十
九
条
の
八
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
設
置
し
た
精
神
病
院
又
は
指
定
病
院
で
あ
つ
て
厚
生
労
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働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
を
、
そ
の
設
置
者
の
同
意
を
得
て
、
精
神
障
害
者
に
対
す
る
高

度
の
医
療
及
び
保
護
を
提
供
す
る
医
療
施
設
（
以
下
「
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
。

　
第
十
九
条
の
九
第
一
項
中
「
が
、
前
条
」
を
「
又
は
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
が
、
第
十
九
条
の
八
若
し
く
は
前
条
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
病
院
」
の
下
に
「
又
は
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

　
「
第
三
節
　
指
定
医
の
診
察
及
び
措
置
入
院
」
を
「
第
三
節
　
措
置
入
院
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
診
察
」
を
「
判
定
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
指
定
医
の
診
察
」
を
「
判
定
委
員
会
の
判
定
」

に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
指
定
医
の
診
察
等
」
を
「
判
定
の
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
第

二
十
九
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
調
査
員
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
を
し
て
診
察

を
さ
せ
な
け
れ
ば
」
を
「
判
定
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
者
が
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
か
つ
、
医
療
及
び
保
護
の
た
め
に
入
院
さ

せ
な
け
れ
ば
そ
の
精
神
障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
又
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
求
め
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
を
し
て
診
察
を
さ
せ
る
」
を
「
判
定
委
員
会
に
対
し
、
前
項
の

判
定
を
求
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
判
定
委
員
会
に
よ
る
診
察
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
」
を
「
判
定
委
員
会
は
、
前
項
」

に
、
「
さ
せ
る
に
当
つ
て
」
を
「
す
る
に
当
た
つ
て
」
に
、
「
当
つ
て
い
る
」
を
「
当
た
つ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
判
定
委
員
会
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
判
定
の
案
件
を
取
り
扱
う
判
定
委
員
会
の
各
委

員
は
、
当
該
判
定
を
求
め
ら
れ
た
者
を
診
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
八
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
判
定
委
員
会
の
委
員
及
び
前
項
の
当
該
職
員
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
職
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
限
度
に
お
い
て

そ
の
者
の
居
住
す
る
場
所
へ
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
そ
の
者
の
居
住
す
る
場
所
へ
立
ち
入
る
場
合
に
は
、
判
定
委
員
会
の
委
員
及
び
当
該
職
員
は
、
そ

の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

７
　
第
五
項
の
立
入
り
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
八
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
判
定
委
員
会
の
判
定
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
診
察
を
し
た
指
定
医
」
を
「
判
定
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
診
察
を
し
た
と
き
」
に
、
「
診
察
を
し

た
者
」
を
「
判
定
を
求
め
ら
れ
た
者
」
に
、
「
の
判
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
並
び
に
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
場
合

に
お
け
る
そ
の
者
の
症
状
が
重
く
高
度
の
医
療
及
び
保
護
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
都
道
府
県

知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
判
定
委
員
会
は
、
前
項
の
判
定
を
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
判
定
を
求
め
ら
れ
た
者
の
過
去
の

病
歴
、
現
在
の
病
状
、
治
療
状
況
、
過
去
の
自
身
を
傷
つ
け
又
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
す
行
為
の
有
無
及
び
内
容
、
現
在
の
生

活
環
境
等
判
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
九
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
調
査
員
に

調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
そ
の
診
察
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

さ
れ
た
判
定
委
員
会
の
判
定
の
結
果
に
基
づ
き
、
そ
の
判
定
」
に
、
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
「
指
定
病
院
」
の
下
に

「
（
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た

判
定
委
員
会
の
判
定
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
そ
の
症
状
が
重
く
高
度
の
医
療
及
び
保
護
が
必
要
で

あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
る
施
設
は
、
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

　
第
二
十
九
条
第
四
項
中
「
及
び
指
定
病
院
」
の
下
に
「
（
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
」
を
、
「
第
十
九
条
の

八
」
の
下
に
「
又
は
第
十
九
条
の
八
の
二
」
を
、
「
受
け
て
い
る
指
定
病
院
」
の
下
に
「
又
は
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
」

を
加
え
る
。

　
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
、
第
二
十
八
条
」
を
削
り
、
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
病
院
又
は
指
定
病
院
」
を
「
精

神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
診
察
」
を
「
指
定
医
の
診
察
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
三
項
中
「
当
該
精
神
障
害
者
を
診
察
し
た
指
定
医
が
必
要
と
認
め
た
と
き
」
を
「
判
定
委
員
会
が

必
要
と
認
め
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
移
送
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
精
神
障
害
者
を
診
察

し
た
指
定
医
が
必
要
と
認
め
た
と
き
）
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
九
条
の
三
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
病
院
又
は
指
定
病
院
」
を
「
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
移
送
）

第
二
十
九
条
の
三
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
に
入
院
し
た

者
が
、
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、

そ
の
者
を
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
以
外
の
国
若
し
く
は
都
道
府
県
が
設
置
し
た
精
神
病
院
又
は
指
定
病
院
へ
移
送
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
精
神
科
集

中
治
療
セ
ン
タ
ー
の
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
者
を
移
送
す
る
に
は
、
そ
の
者
が
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
し
判
定
委
員
会
の
判
定
を
求
め
た
結
果
、
判
定
委
員
会
が
そ

の
必
要
が
な
い
と
判
定
し
た
場
合
又
は
判
定
委
員
会
の
委
員
の
一
人
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
判
定
委
員
会
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
判
定
の
案
件
を
取
り
扱
う
判
定
委
員
会
の
各
委



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

員
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
診
察
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
判
定
を
求
め
ら
れ
た
者
を
診
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
送
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
の
三
　
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
の
管
理
者
は
、
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
が
、
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至

つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
、
そ
の
者
の
症
状
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
最
寄
り
の
保
健
所
長
を
経
て

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
指
定
病
院
」
の
下
に
「
（
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
次
条
、
第
三
十
八
条
の
二

第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
聞
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
の
指
定
す
る
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
診
察
の
結
果
に
基
づ
く
」
を
「
か
ど
う
か
に
関
し

判
定
委
員
会
の
判
定
を
求
め
た
結
果
、
判
定
委
員
会
が
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
と
判
定
し
た
場
合
又
は
判
定
委
員
会
の
委
員
の
一

人
が
そ
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
判
定
委
員
会
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
判
定
の
案
件
を
取
り
扱
う
判
定
委
員
会
の
各
委



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

員
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
診
察
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
判
定
を
求
め
ら
れ
た
者
を
診
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
第
二
十
九
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
精
神
保
健
福
祉
調
査
員
）

第
二
十
九
条
の
五
の
二
　
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
都
道

府
県
に
精
神
保
健
福
祉
調
査
員
を
置
く
。

２
　
精
神
保
健
福
祉
調
査
員
は
、
精
神
保
健
福
祉
士
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
精
神
障
害
者
の
保
健
及
び
福
祉
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
精
神
保
健
福
祉
士
以
外
の
者
を
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
第
三
十
四
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
判
定
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置

に
係
る
移
送
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
精
神
障
害
者
を
診
察
し
た
指
定
医
が
必
要
と
認
め
た
と
き
）
」
と
あ
る
の
は
、「
当

該
精
神
障
害
者
を
診
察
し
た
指
定
医
が
必
要
と
認
め
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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〇

　
第
三
十
八
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
定
期
の
報
告
の
判
定
委
員
会
へ
の
通
知
）

第
三
十
八
条
の
三
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
医
療
審
査
会
に
通
知
す
る
事
項
（
第
三
十
八

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
判
定
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
十
八
条
の
六
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
を
除
く
外
」
を
「
、
第
二
十
七
条
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第

四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
除
く
ほ
か
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
連
携
を
図
る
た
め
の
協
力
体
制
の
整
備
）

第
四
十
六
条
の
二
　
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
は
、
精
神
障
害

者
の
社
会
復
帰
の
促
進
及
び
自
立
と
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
を
図
る
た
め
、
医
師
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
保
健
師
、

看
護
師
、作
業
療
法
士
そ
の
他
精
神
障
害
者
の
保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
の
相
互
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

そ
の
協
力
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
都

道
府
県
等
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
条
の
二
の
四
第
二
項
、
第
五
十
条
の
三
の
三
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
五
項
及
び

第
六
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
、
「
指
定
医
」
を
「
判
定

委
員
会
の
委
員
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
中
「
第
十
九
条
の
八
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
八
の
二
」
を
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、

第
二
十
九
条
の
五
の
二
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
臨
時
委
員
」
の
下
に
「
、
判
定
委
員
会
の
委
員
」
を
、
「
精
神
医
療
審
査
会
の
委
員
」
の
下
に
「
、

精
神
保
健
福
祉
調
査
員
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
五
条
中
「
各
号
の
一
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」

を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
」

を
「
第
二
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則
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二

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
、

通
報
又
は
届
出
が
あ
っ
た
者
及
び
施
行
日
前
に
旧
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
を
受
け
た
者
に
係
る
入
院
措

置
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の

法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
項
中
「
第
十
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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条
の
八
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
八
の
二
」
を
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
第
二
十
九
条
の
五
の
二
」
を
加
え
る
。
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四

　
　
　
　
　
理
　
由

　
最
近
の
精
神
障
害
者
の
医
療
及
び
保
護
並
び
に
保
健
及
び
福
祉
を
め
ぐ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
措
置
入
院
制
度
の
適
正
な
実

施
を
確
保
す
る
た
め
、
措
置
入
院
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
等
に
関
し
判
定
を
行
う
た
め
の
判
定
委
員
会
の
設
置
、
当
該
判
定

に
資
す
る
た
め
の
調
査
等
を
行
う
精
神
保
健
福
祉
調
査
員
の
設
置
並
び
に
精
神
障
害
者
に
対
す
る
高
度
の
医
療
及
び
保
護
を
提

供
す
る
精
神
科
集
中
治
療
セ
ン
タ
ー
の
指
定
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
精
神
障
害
者
の
保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
業
務

を
行
う
者
の
相
互
の
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
そ
の
協
力
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


